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          ごあいさつ 

             日ごとに秋の深まりを感じるこの頃、みなさまにはお健やかに

お過ごしのことと存じます。市会議員となりまして早くも3年が経

ちます。日々の活動内容、市政への意見はブログ＊でみなさまにお

伝えしておりますが、より多くのみなさまの声を身近に受け止め、

市民のみなさまと同じ感覚で政治活動をするため会報を配布して

いく所存です。是非ご覧いただき、忌憚ないご意見、ご感想をお聞

かせください。 
                       江田島市議会議員  

*ブログ：インターネット上で公開している日記です。 

主な活動状況（２００８．７月～２００８．9月） 
7/ 3  広報特別委員会出席   7/10  第4回江田島市基地懇談会出席 

7/13  創発塾主催による【模擬議会in東広島】開催   7/14  広報特別委員会編集会議出席 

7/15  北京オリンピック壮行会出席   7/16  議会広報特別委員会出席  

7/23  全員協議会出席  7/27  第17回能美町オープン剣道大会出席/江田島市安全・安心まちづくり市民

の集い出席   8/ 2  市民クラブ（所属会派）の政策会議出席 

8/ 5  サマーフェスタ江田島2008 参加  8/ 7～8 市議会文教厚生委員会視察 

8/18  市民クラブ（所属会派）で県庁訪問 8/19 企業特別委員会傍聴 

8/21 総務常任委員会傍聴 9/3文教厚生常任委員会出席 9/9議会広報特別委員会出席 

9/15 深江地区敬老会出席 9/17～18 9月定例会  

ブログ ～最近の記事より～  

2008 年 8 月 18 日（月） 

三高港 ～ 生命線をまもれ！～ 

晴れ 

 午後 会派【市民クラブ】の一員として県庁へ。合併前の沖美町助役であった横山修三氏（現：空港振興

課長）と面談。平成16年10月作成の【三高港整備計画検討調査報告書】について、当時の状況を教えて

いただいた。広島市との船便を生命線とする江田島市が生き残るためにはどうすべきか、を考えなければ

なりません。江田島市としてもある程度のプランを持ち合わせているやに聞いているが、議会への正式な

説明はない。交通体系の在り方と港湾整備を早急に検討しなければならない。 
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2008 年 9 月 11 日 (木) 

江田島市（自治体）とは ～ 市民あってのまちづくりを！～ 

晴れ 

 地方自治法（以下、法）によると、江田島市は【普通地方公共団体】に分類されます。（第 1条の 3）成立

要件としては①自治権、②区域、③住民という 3 要素を基本として成り立っています。 

 法第 10条 2項には、住民は属する自治体の行政サービスを平等に受ける権利と負担する義務を負って

いる、とあります。 

 つまるところ住民あっての江田島市であって、住民あっての国に対する自治権ともいえます。市長は市民

によって選ばれた江田島市を経営する社長であり、議会は市民に委任された株式会社江田島市の株主代

表です。 

 会社に損失を与えた経営陣が【株主訴訟】で訴えられることは当たり前の時代となったということは広く知

られていることです。そのための保険もある。いまや公的機関もそういう訴訟時代に突入したのではないで

しょうか。 

 活動の３本柱 

市民主体の政治を行います！ 

・情報公開・市民参加の拡充 ・双方向の行政作り 

長期的、持続可能な政治を行います！ 

・少子高齢化・過疎化に向けて ・環境汚染防止 

他の地域から学んだことを生かした政治を行います！ 

・他地域とのネットワークの活用 

一緒に江田島市の“まち”づくりについて考え、行動していきませんか？ 

胡子雅信後援会 連絡先 

住所：江田島市大柿町大原 5563－4 
電話＆FAX：0823－57－2184 
ブログ：http://mebisu924.cocolog-nifty.com/etajima/ 
E-mail：ebisu7@nifty.com 

 

お気軽にご連絡ください！ 

■胡子雅信後援会規約（抜粋） 

   ●本会は、胡子雅信氏の政治活動を後援し、かつ、会員相互の親睦を深めることを目的とします。 

   ●本会は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行います。 

    1  講演会・座談会などの開催   ２ 会報などの発行および配布 ３ 関係諸団体との連携 

   ４ その他本会の目的に関連する事業 

   ●本会の経費は、会費・寄附金その他の収入をもって充当します 


